
今年も、残すところ 1 ヶ月となりました。これから、年末、年始の商戦と忙しくなりますが、体

調管理に留意され業務に従事いただきたいと思います。さて、年明けの 1 月 12 日（金）には新春

の集いが開催されます。従前より、多くの会員及び来賓の方が参加されていますので、交流を図り、

事業のネットワークづくりにご活用下さい。多くのご参加をお待ちしております。 

令和５年度に改正された福岡県の最低賃金は以下のと

おりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低

賃金（1 時間 941 円）が適用されます。 
 

詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金室 

☎ 092-411-4578 

HP https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/ 

  
 
     
 

 

地区 事業所名 業種 代表者名 地区  事業所名 業種 代表者名 

北谷・御笠 ジーアクト ガス工事業 中川 晴夫 賛助 （株）Camillia 
飲食 

エステサロン 

代表取締役 

上林 舞 

坂本・国分 （株）首藤工業 防水工事 首藤 恭治 令和 5 年 11 月末現在の会員数 1,334 名 

令和 6年新春のつどい開催！ 小規模企業共済で節税対策を！！ 

太宰府市商工会 
事務局受付：8:30～17:15(土・日・祝除く) 太宰府市観世音寺 1-2-1 

○TEL：922-4345  FAX：922-4579 ○URL：https://www.dazaifu.com/ 

NEWS 
Vol.363(05/12/1) 

 

/1) 

～ 11 月度の新会員さまをご紹介します ～（敬称略） 

福岡県最低賃金改定のお知らせ 

新春のつどい 

新しい年を皆さんでお祝いしませんか？ 

また、名刺交換でご縁を繋げましょう！ 
 

◇日時 令和 6 年 1 月 12 日（金） 

◇場所 太宰府迎賓館 【☎555-5511】 

◇参加費 2,000 円 

 ※当日会場の受付にてお願いいたします。 

◇催し物 年男・年女による鏡開き・福引 他 
 

→申込用紙は、会員様へ事前に送付させて頂いております

ので、そちらから申込をお願いいたします。 

地域別最低賃金 効力発生日 

福岡県最低賃金 １時間941 円 
令和 5 年 

10 月 6 日 

特定最低賃金 効力発生日 

製鉄業､製鋼･製鋼圧延業､ 

鋼材製造業 
１時間1053円 

令和 5 年 

12 月 10 日 

電子部品･ﾃﾞﾊﾞｲｽ･電子回路､

電気機械器具､情報通信機械

器具製造業 
１時間1019円 

輸送用機械器具製造業 １時間1029円 

百貨店､総合スーパー １時間945 円 

自動車(新車)小売業 １時間1028円 

 

 

 

 

 

 

小規模企業共済のお得ポイント  
 

 

① 年内に払い込んだ掛金は全額所得控除 

② 掛金は自由に設定可能 

➝ 月額 1,000 円～70,000 円（500 円単位） 

③ 受取時も税制メリット 

 

令和 5 年分の確定申告の控除とする場合は、12 月中 

旬までにお申込み下さい。また、すでに加入されてい 

る方は、増額し控除額を増やすことも可能です！   

 

〇確定申告書記載例↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆ご質問や加入のお申込みなどの際は、お気軽に 

商工会までご連絡下さい。【☎092-922-4345】 

 

小規模企業共済とは、国の機関である中小機構が運

営する、小規模企業の経営者や役員、個人事業主の

方などのための、積み立てによる退職金制度です。 

 

840000 

払い込んだ掛金は、「小規模企業共済等掛金控

除」として全額が所得控除の対象となります 

※確定申告書の『小規模企業共済等掛金控除』に

ご記入下さい（図は 7 万円×12ヶ月の場合） 

https://www.dazaifu.com/

